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岐阜市信用保証協会は、公的な『保証機関』として、中小企業者の健全な育成と資金調達の円滑化を図り、地域

経済の発展に貢献して参りました。  
 令和３年度の年度経営計画に対する実績評価を実施しましたので、以下の通り公表いたします。なお、実績評価

に当たりましては、愛知大学鈴木誠教授、廣瀬英二弁護士により構成される『外部評価委員会』の意見・アドバイ

スを踏まえて作成しております。  
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１．業務環境                                             

 

 

（１）地域経済及び中小企業の動向  
我が国経済は、これまでの新型コロナウイルス感染症（以下「コロナ」といいます。）、原油価格上昇に

加えて、ウクライナ情勢の流動化によりさらなる影響が懸念され、依然として厳しい状況にあります。先行

きについては、感染対策に万全を期し経済活動を継続していく中で、各種政策の効果や海外経済の改善によ

り、持ち直しの動きになることが期待されます。ただし、感染拡大による社会経済活動への影響や供給面で

の制約原材料価格の動向による内外経済を下振れさせるリスクに、十分注意する必要があります。  
こうした中、岐阜市においては、仕入単価の上昇、民間需要の停滞、価格競争の激化を経営上の問題点と

して挙げる企業が依然として多く、加えて、コロナ、ウクライナ情勢・原油価格上昇の影響やその先行きが

見通せない等、市内中小企業・小規模事業者は、多くの問題を抱えている状況にあります。  
 

 

（２）中小企業・小規模事業者を取り巻く環境  
岐阜市が実施している中小企業景況調査（令和４年１月調査）の結果によれば、業況判断ＤＩは前回調査  

時（令和３年７月）より１７．１ポイント回復して▲２５．２となっていますが、来期（令和４年１月～６  
月期見通し）は３．１ポイント悪化する見込みとなっています。  

また、コロナ対応に関する特別調査では、コロナによる業績への影響について、マイナスの影響が発生し  
た企業は約８割に上り、今後マイナスで推移する見通しの企業も約５割となっています。主なマイナス要因

については、国内営業・販売の減少が約４割、活動自粛が約３割となっており、市内中小企業・小規模事業

者を取り巻く環境は、コロナの影響により、一部持ち直しの動きはあるものの、厳しい状況にあることが伺

えます。  
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２．事業概況 

 

市内の中小企業・小規模事業者が、コロナの影響やその先行きが見通せない等、引き続き厳しい経営環境に  
ある中で、当協会の令和３年度の保証承諾は、１，５５０件、２９，２３５百万円（対前年度比２５．３％）  
で、計画比８７．５％となりました。  

  また、保証債務残高は９，４３４件、１３３，１１２百万円（対前年度比９８．６％）で、計画比１０２．  
３％となりました。  
 一方、代位弁済は６０件、７８０百万円（対前年度比２２４．６％）で、計画比４８．８％となりました。  
また実際回収は３０５百万円（対前年度比８６．６％）で、計画比９５．３％となりました。  

 

令和３年度の保証承諾等の主要業務数値は、以下の通りです。 

項 目 計  画 実  績 計画比 

保 証 承 諾 ３３，３９８百万円 ２９，２３５百万円（２５．３％） ８７．５％ 

保 証 債 務 残 高 １３０，０７９百万円 １３３，１１２百万円（９８．６％） １０２．３％ 

代 位 弁 済 １，６００百万円     ７８０百万円（２２４．６％） ４８．８％ 

回 収 ３２０百万円     ３０５百万円（ ８６．８％） ９５．３％ 

※（  ）内の数値は対前年度比を示します。 
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３．決算概要 

 

年度経営計画に基づき、業務の適正な運営と経営の効率化に努めた結果、収支差額は４５８百万円の黒字計  
 上となりました。この収支差額の処理については２２９百万円を収支差額変動準備金に繰入し、残額を基金準  
備金（基本財産）に繰入処理を行いました。  
 

  令和３年度の決算概要（収支計算書）は、以下の通りです。 

経 常 収 入 １，４４８百万円 

経 常 支 出 ９５９百万円 

経 常 収 支 差 額 ４８９百万円 

経 常 外 収 入 １，７２９百万円 

経 常 外 支 出 １，７８５百万円 

経 常 外 収 支 差 額 △５６百万円 

制 度 改 革 促 進 基 金 取 崩 額 ２５百万円 

当 期 収 支 差 額 ４５８百万円 
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４．重点課題への取り組み状況 

 

令和３年度の重点課題として掲げた主な項目への取り組み状況は、以下の通りです。 

 

（１）コロナ禍及びアフターコロナの状況下における迅速かつ弾力的な保証審査  
迅速かつ弾力的な保証審査に努めた結果、保証承諾所要日数の平均値は４．５日と前年度を０．４日短  

縮することができました。また、全保証承諾件数の９４．６％に当たる１，４６７件、承諾金額２７，５  
６２百万円については無担保での保証であり、全保証承諾件数の３．３％に当たる５１件、承諾金額１，  
５３４百万円については代表者を保証人としない保証（特定社債、事業承継の制度利用分を除く。） とな  
りました。  
 

（２）中小企業・小規模事業者のニーズにあった保証の推進  
保証承諾額上位５制度は①『ぎふしアシスト短期資金』４２２件１１，２８２百万円 ②『ぎふし新型  

コロナウイルス感染症対応資金』（前年度末までに受付済みのいわゆるゼロゼロ融資。）１３２件２，５３  
４百万円 ③『ぎふし経営力強化資金』９３件２，３２９百万円 ④『ぎふし伴走支援型特別資金』１２  
８件２，００６百万円 ⑤『経営環境変動対策資金』８９件１，４０７百万円となったが、利用者の状況  
に適した制度での利用を推進することができました。  

 
令和３年度の保証承諾状況は、ゼロゼロ融資に対する保証が極端に増加した前年度の反動から新規保証  

に対する資金需要の低迷著しく、前年度末までの受付済み分の保証承諾が大半を占めた４月、及び、年末  
の資金需要期の１２月を除き、各月の保証承諾額は２０億円前後の推移となり、年間の保証承諾額は計画  
額を４，１６３百万円下回る２９，２３５百万円に止まる結果となりました。  

  
（３）金融機関や支援機関と連携した経営改善・事業再生支援  

中小企業・小規模事業者の経営改善を支援するため、企業訪問や経営者面談を１７５回実施しました。  
   また、岐阜県中小企業診断士協会との連携により、１３企業の企業診断を行うとともに、３企業に対する  

経営改善計画策定支援を実施しました。経営改善計画策定を行った３企業については、金融支援に対する  
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合意が成立し、経営改善サポート保証の取り扱いに繋げることができました。  
 

（４）返済条件緩和先の正常化支援  
返済条件緩和先について、金融機関と連携した企業訪問や中小企業診断士の派遣による企業診断などの  

    経営改善に取り組み、中小企業・小規模事業者の業績改善を支援しました。収益が改善した先を見込先と  
して抽出し金融機関とも協議のうえ返済正常化に努めた結果、令和３年度の正常化支援は、２５２百万円  
の実績となりました。  
 

（５）創業支援の充実  
    地域における創業希望者を支援するため、「起業家育成スクール」を前年に続き１講座８回開催しました。 
    同スクールは今年度で通算９回目の実施となりました。  

創業保証については３５件２６３百万円を実行したほか、創業保証先の経営を支援するためのフォローア  
ップ訪問を１７企業に対して実施しました。  

                                                    
（６）ネットワークを活用した事業承継支援  

経営者の高齢化に伴い事業承継のニーズが高まっていることを受け、「事業承継特別保証制度」及び「経  
    営承継借換関連保証制度」の活用により、経営者保証解除による事業承継推進を図ったところ、事業承継  

特別保証制度は１８企業１，０６３百万円、経営承継借換関連保証制度は１企業６２百万円の実績となり、 
市内中小企業・小規模事業者の事業承継を金融支援により後押しすることができました。  

    
（７）初期延滞先、事故報告後における適正な期中管理  

初期延滞先については、毎月１回以上の延滞先について、約定延滞債務リストを基に、金融機関に対し  
て入金督促や状況照会を行い、必要に応じて条件変更等の支援継続を依頼しました。  

また、事故報告書を受領後、速やかに金融機関と連携を図りながら、個々の先の実態把握に着手すると  
もに、期中管理の徹底を行った結果、６５件、３６５百万円の条件変更を実行し、３５件、３４９百万円  
の事故解除に繋げることができました。  

代位弁済は６０件、７８０百万円（対前年比２２４．６％）となり、計画額１，６００百万円に対して  
大幅に下回りました。  
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（８）新規代位弁済先に対する回収手続きの早期着手の徹底  

代位弁済直後から顧客との折衝を行い、早期着手を徹底してきました。令和３年度における新規有担保代  
位弁済先のうち、競売申立は２件、任意売却は１件の実績がありました。  

 
 
（９）一部弁済による連帯保証債務免除ガイドラインの活用  

完済見込みのない求償権保証人に対して、一部弁済による連帯保証債務免除ガイドラインの活用を推進し  
た結果、２９件、２３百万円の回収に繋がりました。  

      
 
（10）管理事務停止、求償権整理の推進  

    管理事務停止については、１５７件、１，６７２百万円実施しました。  
    求償権整理については、１９５件、１，５５６百万円実施しました。  
    

（11）コンプライアンスの強化  
コンプライアンス課内研修、コンプライアンス担当者会議及びコンプライアンス委員会の定期開催など、 

コンプライアンスプログラムを確実に実施し、コンプライアンス態勢の強化及び役職員のコンプライアンス  
に対する意識の向上を図りました。  

また、内部検査等を実施するとともに、改善事項については迅速に対応し、事務リスクの根絶に努めまし  
た。  

 
（12）反社会的勢力等の排除  

保証時における反社チェックを目的とした、反社会的勢力等情報確認事務マニュアルに沿った事務的対応  
をし、金融機関、警察、暴力追放推進センター等の関係機関及び顧問弁護士との連携強化を図った。また、  
暴力団排除連絡会議等へ積極的に参加し、反社会的勢力排除に対する意識を再認識しました。  

   
 （13）人材の育成  

令和３年度は、コロナの影響により、全国信用保証協会連合会等の研修及び関係機関主催の研修・説明会  
等へ、主にＷＥＢを使って積極的に参加し、人材の育成を図りました。  
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令和３年度は、信用調査検定を受験し、３名が合格しました。  
 

（14）危機管理体制の強化  
令和３年度は、全役職員を対象に、事業継続計画（ＢＣＰ）に関するビデオ研修を行い、その重要性につ  

いて再確認することができました。また、役職員安否確認訓練の実施及び防災等に効果的な資料の周知を行  
いました。  

 
（15）広報活動の充実  

テレビＣＭや、岐阜市や岐阜商工会議所が発行する広報誌等のメディアを活用し、協会認知度の向上を図  
りました。  
 

（16）情報の分析と活用  
協会の保有する情報を分析し、活用することにより、既存の保証制度の改正や取扱い延長を行いました。  
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５．外部評価委員会の意見等 

 

岐阜市内の中小企業・小規模事業者を取り巻く環境が依然として厳しい状況にある中、岐阜市信用保証協会  
  は、「ぎふしアシスト短期資金」や「ぎふし新型コロナウイルス感染症資金」、「ぎふし経営力強化資金」等の利  

用者の状況に適した制度での利用を推進したことや、保証承諾所要日数を短縮することができたことから、保 

証申込に対して適切かつ迅速に対応したものと評価します。 

ゼロゼロ融資に対する保証が極端に増加した前年度の反動から新規保証に対する資金需要の低迷もあり、保 

証承諾件数、保証承諾額ともに昨年度を下回ったものの市内の中小企業・小規模事業者の金融の円滑化に十分

貢献したと言えます。  
 

〔保証業務〕  
今後も中小企業・小規模事業者の実態やニーズを的確に把握し、迅速かつ適正な保証審査や市内の中小企業・ 

小規模事業者の金融の円滑化に努めてください。  
 

〔経営支援〕  
中小企業・小規模事業者の経営改善を支援するための企業訪問や経営者面談については、コロナの影響によ  

り面談や外出が制限される中、困難を極めたと考えますが、引き続き取り組んでください。返済猶予や返済負  
担の軽減等の資金繰り支援には、今後も継続して取り組んでください。  
一方で、地方創生への貢献や地域経済活性化のため、新たに創業しようとする若者や女性、高齢化に伴い事  

業承継の検討が必要となった経営者についても、効果的な創業支援や事業承継支援に取り組んでください。  
 
〔期中管理〕  

コロナの影響下においても、金融機関の貸出姿勢に大きな変化が見られなかったことが、代位弁済が計画額

に対して大幅に下回った要因とも考えられるが、引き続き金融機関との連携強化を図り、市内の中小企業・小

規模事業者の現況及び実態を的確に把握しながら延滞管理に取り組むとともに、今後も個々の企業の実情に応

じた適切な条件変更の対応策等により、事故及び代位弁済の抑制に努めてください。  
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〔求償権の回収〕  

新規の代位弁済先に対しては、不動産担保や連帯保証人に頼らない保証の増加により、回収財源の確保が一  
段と厳しさを増す中で、回収手続きの早期着手の徹底、完済見込みのない求償権保証人に対して、一部弁済に  
よる連帯保証債務免除ガイドラインの活用推進、回収見込みのない求償権に対しては、管理事務停止、求償権  
整理の推進と多面的な対応が行われていることは評価できます。今後はコロナに起因する代位弁済の増加も見  
込まれることから、引続き効率性を重視した管理回収及び管理コストを考慮した回収に努めてください。  
 
 
〔その他間接部門〕  

コンプライアンスプログラムの確実な実施や全体研修を通じ、役職員の意識は高まっていると判断できます。 
今後も法令やルールを遵守することは勿論、法令等の改正にも目を配り、保証協会の社会的使命を深く認識し  
ていただきたい。また、反社会的勢力との関係遮断には一層の注意を払いつつ、健全な業務運営を通じて信頼  
の維持に努めてください。  

人材の育成、危機管理体制の強化、広報活動の充実、情報の分析と活用については、それぞれ対応が行われ  
た。  

その他間接部門として、具体的な課題に対する方策の着実な実施に努めてください。  
 
〔協会収支〕  

年度経営計画に基づき、業務の適正な運営と経営の効率化に努めた結果、計画を上回る収支差額の計上とな  
りました。今後も適正な保証審査や、より一層の経費節減を図り経営基盤の安定化に努めてください。 

 

 

 

 

 

 

 


